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      福岡市認可外保育施設児童支援事業補助金実施要綱  

 
 
  第１章  総 則 
 

（趣 旨） 
第１条 この要綱は、福岡市内の認可外保育施設に入所する児童の健全育成のため、児童

支援事業を実施するに当たって必要な事項を定める。 
 

（定 義） 
第２条 この要綱で「認可外保育施設」とは、福岡市内に所在し、児童福祉法（昭和 22年

法律第 164 号。以下「法」という。）第３９条に規定する業務を目的とする施設で、法

第３５条第４項の規定による認可を受けていないものをいう。 
 
第３条 この要綱で「乳幼児」とは、福岡市内に居住し、法第４条第１号及び第２号に規

定する者をいう。 
 
第４条 この要綱で「施設長等」とは、認可外保育施設の設置者、施設長及び認可外保育

施設を運営する法人その他の団体の代表者をいう。 
２ この要綱で「常勤職員」とは、１日６時間以上かつ月２０日以上勤務する職員をいう。 
 
第５条 この要綱で「児童支援事業」とは、次に掲げるものをいう。 

（１）児童健康管理支援事業 
 （２）職員健康管理支援事業 
 （３）保育従事者等研修事業 
 

（事業の範囲） 
第６条 児童支援事業は、全て予算の範囲内で行うものとする。 
 
 
  第２章  児童健康管理支援事業  
 

（児童健康管理支援事業） 
第７条 児童健康管理支援事業とは次に掲げるものをいう。 

（１）認可外保育施設に対し、嘱託医の設置に係る費用を補助するもの 
（２）認可外保育施設に対し、児童の歯科健康診査に係る費用を補助するもの 
（３）認可外保育施設に対し、４歳以上の児童の尿検査に係る費用を補助するもの 
 

 （対象施設） 
第８条 児童健康管理支援事業は、次の各号を全て満たす認可外保育施設を対象とする。 
（１）申請日現在において福岡市内に居住している乳幼児を１人以上保育している施設 
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（２）３か月以上継続して保育業務を行っている施設 
（３）１年以上継続した運営が見込まれる施設 
（４）福岡市以外の法人その他の団体から、本事業と同種の補助を受けていない施設 

 
（対象児童） 

第９条 本事業は、概ね日々継続する１か月以上の契約によって、認可外保育施設に入所

している乳幼児を対象とする。 
 

（嘱託医の職務内容） 
第１０条 施設長等が嘱託医に委嘱する職務内容は、下記のとおりとする。 

（１） 児童の健康診断の実施（年２回、児童の健康診断を実施する） 
（２） 臨時の健康診断の実施（感染症、食中毒等が発生した場合、又はその恐れがあ

る場合に、臨時の健康診断を実施する） 
（３） 健康相談の実施（必要と認められる児童の健相談に応ずる） 
（４） 食中毒等の予防についての指導・助言（感染症、食中毒及び疾病等の予防に関

して、必要な指導・助言を行う） 
（５） 応急処置等の指導・助言（緊急な場合などに、応急処置等の指導助言を行う） 
（６） 保健衛生に関する指導・助言（必要医応じて、施設の保健衛生に関して、指導

助言を行う） 
 
 （歯科健康診査） 
第１１条 歯科健康診査の結果は施設長等が保護者へ通知するものとする。 
 
 （尿検査） 
第１２条 尿検査の結果は施設長等が保護者へ通知するものとする。 
 

（補助金の交付） 
第１３条 市長は、施設長等に対し、嘱託医の設置、歯科健康検査、尿検査に係る各費用

と別に定める基準額のいずれか低廉な額を上限として、補助金を交付する。なお、補助

額は消費税を含み、１，０００円未満の端数は切り捨てるものとする。 
 
（施設長等の責務）  

第１４条 施設長等は、健康診断等の結果を把握し、児童の保健衛生の向上に努めなけれ

ばならない。 
 
 
  第３章  職員健康管理支援事業 
 
 （職員健康管理支援事業） 
第１５条 職員健康管理支援事業とは次に掲げるものをいう。 
（１）認可外保育施設に対し、当該施設に従事する者の健康診断に係る費用を補助する

もの 
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（２）認可外保育施設に対し、保育業務又は調理業務等に従事する者（以下、「調理員」

と言う。）の検便に係る費用を補助するもの 
 
 （対象施設） 
第１６条 本事業は、次の各号を全て満たす認可外保育施設を対象とする。 
（１）申請日現在において福岡市内に居住している乳幼児を１人以上保育している施設 
（２）３か月以上継続して保育業務を行っている施設 
（３）１年以上継続した運営が見込まれる施設 
（４）福岡市以外の法人その他の団体から、本事業と同種の補助を受けていない施設 

 
（対象職員） 

第１７条 本事業は、対象施設に従事している常勤職員を対象とする。 
 

（受診項目） 
第１８条 健康診断における受診項目は、概ね労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第

32 号）第４４条に規定する項目とする。ただし、次に掲げるものは必ず受診しなければ

ならない。 

（１）胸部エックス線検査及び喀痰（かくたん）検査 
  （ただし、喀痰検査については、医師が必要でないと認める場合は、省略すること

ができる。） 
 
（職員の検便） 

第１９条 本事業の対象となる調理員は、業者との契約により概ね月１回、調理員以外の

職員は、業者との契約により概ね年２回検便を実施するものとし、検査項目は次に掲げ

るものとする。なお、検査の結果は施設長等が職員に通知するものとする。 
（１）検便（赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌等） 

 
（補助金の交付） 

第２０条 市長は、施設長等に対し、職員の健康診断及び検便に係る費用と別に定める基

準額のいずれか低廉な額を上限として、補助金を交付する。なお、補助額は消費税を含

み、１，０００円未満の端数は切り捨てるものとする。 
２ 当該補助金の交付を受けた施設長等は、健康診断経費を負担した者に適正にこれを支

給しなければならない。 
  

（施設長等の責務） 
第２１条 施設長等は、健康診断等の結果を把握し、職員の保健衛生の向上に努めなけれ

ばならない。 
 
 
  第４章  保育従事者等研修事業 
 
 （保育従事者等研修事業） 
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第２２条 保育従事者等研修事業とは、認可外保育施設において、保育業務又は調理業務

等に従事する者が、本市が指定する研修に参加した場合に、当該職員代替雇用費等研修

参加に係る費用の一部を別に定める交付基準により補助するもの。 
 
 （対象研修） 
第２３条 本事業の対象となる研修は、本市が実施する研修のうち、市長が指定する研修

とする。 
 
 （対象施設） 
第２４条 本事業は、認可外保育施設設置届又は、届出対象外の報告を市長に提出してい

る認可外保育施設を対象とする。ただし、本市以外の法人その他の団体から、本事業と

同種の補助を受けている施設を除く。 
 
 （対象者） 
第２５条 本事業における本市が指定する研修への参加対象者は、対象施設で保育業務又

は調理業務等に従事している者とする。 
（補助金の交付） 

第２６条 市長は、施設長等に対し、本市の指定する研修に対象者が参加した場合、当該

職員代替雇用費等研修参加に係る費用の一部を別に定める交付基準により保育従事者等

研修事業補助金を交付する。 
 

（施設長等の責務） 
第２７条 施設長等は、入所している児童の健全育成のため、職員の資質の向上に努めな

ければならない。 
 
 
  第５章  補助金の交付の申請及び決定 
 

（申請手続） 
第２８条 本実施要綱に定める各補助金の交付を受けようとする施設長等は、市長に対し

別に定める期日までに、認可外保育施設児童支援事業補助金交付申請書（様式第１号）

に必要書類を添えて提出しなければならない。 
 

（決定及び通知）            
第２９条 市長は、前条の申請を受理した場合は、対象施設の要件について必要な審査又

は調査等を行ったうえで補助金交付の可否を決定し、認可外保育施設児童支援事業補助

金交付決定通知書（様式第２号）により、施設長等に速やかに通知を行う。  
 

（経過報告及び実績報告） 
第３０条 第７条に定める児童健康管理支援事業、または第１５条に定める職員健康管理

支援事業の交付決定を受けた施設長等は、別に定める期日までに、認可外保育施設児童

支援事業補助金経過報告書（様式第３号）に必要書類を添えて経過報告を行うものとす
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る。 
２ 第２８条で定める決定を受けた施設長等は、別に定める期日までに、認可外保育施設

児童支援事業補助金実績報告書（様式第５号）に必要書類を添えて実績報告を行うもの

とする。 
 
 （補助額の確定等） 
第３１条 市長は経過報告を受けた場合は、その内容を確認し、交付すべき補助金額を算

出し、認可外保育施設児童支援事業補助金前期交付額決定通知書（様式第４号）により、

施設長等に速やかに通知を行い、補助金を交付する。 
２ 市長は実績報告を受けた場合は、その内容を確認し、交付すべき補助金額を確定し、

認可外保育施設児童支援事業補助金確定通知書（様式第６号）により、施設長等に速や

かに通知を行い、補助金を交付する。  
 

第６章  その他 
 
（調 査） 

第３２条 市長は、必要があると認めたときは、職員をして、申請を行いまたは各事業の

適用を受けた施設長等の施設に立ち入らせ、帳簿その他の物件の検査もしくは関係者へ

の質問を行わせることができるものとする。 
２ 施設長等が、正当な理由なしに前項に掲げる調査を拒んだ場合は、申請を却下し、又

は既に市長が行った決定を取り消すものとする。 
 

（申請内容の変更） 
第３３条 施設長等は、２９条の規定による認可外保育施設児童支援事業補助金交付決定

通知書の通知を受けた後、実施する事業内容等を変更するときには、速やかに認可外保

育施設児童支援事業補助金変更交付申請書（様式第７号）により、市長に申請しなけれ

ばならない。ただし、市長が認める軽微な変更は除くものとする。 
 

（決定及び通知） 
第３４条 市長は、前条の申請を受理した場合は、対象施設の要件について必要な審査又は調

査等を行ったうえで補助金変更交付の可否を決定し、認可外保育施設児童支援事業補助金変

更交付決定通知書（様式第８号）により、施設長等に速やかに通知を行う。 

 

(申請の取下げ) 

第３５条 第２８条の規定による当該補助金の交付の申請をした者は、第２９条の規定

による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又は

これに付された条件に不服があるときは、認可外保育施設児童支援事業補助金交付取

下書（様式第９号）により市長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決

定は、なかったものとみなす。 

 
（取消等） 

javascript:void%20fnOwnLink(268,'q0030270041503311.html','Y3')
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第３６条 市長は、各事業の決定を受けた施設長等が、この要綱の規定に違反したときは、

実施を決定した事業の全部もしくは一部を取り消すものとし、補助金が既に交付されて

いるときは、返還期限を定めてその返還を命ずるものとする。 
 

（関係書類の整備） 
第３７条 施設長等は、各事業における関係書類を整備し、当該施設において適切な方法

でこれを保存しなければならない。 
 

（対象者の要件） 

第３８条 交付を受けることができるものは、次に掲げる要件に該当する者とする。 

（１）福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと。 

 

（暴力団の排除） 

第３９条 市長は、福岡市暴力団排除条例（平成 22 年福岡市条例第 30 号。次項において

「暴排条例」という。）第６条の規定に基づき、本条に規定する排除措置を講じるもの

とする。 

２ 市長は、補助金の交付の申請をした施設長等が次の各号のいずれかに該当するときは、

この要綱に定める他の規定に関わらず、補助金を交付しないものとする。 

(１) 暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員 

(２) 法人でその役員のうちに前号に該当する者のあるもの 

(３) 暴排条例第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

３ 市長は、各事業の適用を受けた施設長等が前項各号のいずれかに該当したときは、補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

４ 市長は、補助金からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため、申請を行い

または各事業の適用を受けた施設長等に対し当該施設長等（法人であるときは、その役

員）の氏名（フリガナを付したもの）、生年月日、性別等の個人情報の提出を求めること

ができる。 
 

（福岡市補助金交付規則の適用） 

第４０条 この要綱による補助金の交付について本要綱に定めのない事項については、福

岡市補助金交付規則（昭和 44年規則第 35号）の規定による。 

 

（委 任） 

第４１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はこども未来局長が定める。 

 
  附 則 

 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成１５年８月１日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。た

だし、第１７条第１項及び第２９条第１項の規定は、平成１６年４月１日から適用する。 

 

（平成１５年度事業の実施に関する特例措置） 
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２ 平成１５年度事業の実施に係る第１４条第１項の規定の適用となる対象施設は、平成

１５年４月３０日以前に第８条の各号を全て満たしていた施設とする。 

 

３ 第１４条第２項の規定にかかわらず、平成１５年度事業の実施に係る同項の適用について

は、「前項の期日以降に当該補助金の交付申請を行おうとする施設長等は、市長に対し別

に定める期日までに前項の書類を提出しなければならない。」とあるのは「平成１５年５

月１日以後に第８条の各号を全て満たした施設で、当該補助金の交付申請を行おうとする

施設長等は、市長に対し別に定める期日までに前項の書類を提出しなければならない｡」

とする。 
 

４ 平成１５年度事業の実施に係る第２６条第１項の規定の適用となる対象施設は、平成

１５年４月３０日以前に第２１条の各号を全て満たしていた施設とする。 

 

５ 第２６条第２項の規定にかかわらず、平成１５年度事業の実施に係る同項の適用について

は、「前項の期日以降に当該補助金の交付申請を行おうとする施設長等は、市長に対し別

に定める期日までに前項の書類を提出しなければならない。」とあるのは「平成１５年５

月１日以後に第２１条の各号を全て満たした施設で、当該補助金の交付申請を行おうとす

る施設長等は、市長に対し別に定める期日までに前項の書類を提出しなければならな

い。」とする。 
 

 

   附 則 
    この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 
   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
   附 則 

 この要綱は、平成１９年２月１日から施行する。 
   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 
 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 
 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 
 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   ２ この要綱は、平成２９年３月３１日をもって廃止する。 
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なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到

来までに判断するものとする。 

  附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 ２ この要綱は、平成３２年３月３１日をもって廃止する。 

なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到

来までに判断するものとする。 

   附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 ２ この要綱は、平成３２年３月３１日をもって廃止する。 

なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到

来までに判断するものとする。 

附 則 
１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 ２ この要綱は、令和５年３月３１日をもって廃止する。 

なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到

来までに判断するものとする。 

附 則 
１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 ２ この要綱は、令和７年３月３１日をもって廃止する。 

なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到

来までに判断するものとする。 

附 則 
１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 ２ この要綱は、令和８年３月３１日をもって廃止する。 

なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到

来までに判断するものとする。 

附 則 
１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 
１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和 11年 3月 31日をもって廃止する。 

  なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来

までに判断するものとする。 

 


